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 ２０２５年１１月２０日付で企画総務部人事ユニットより、「ｊｏ

ｙ－Ｔａｂ端末の老朽取替について」の文書が出向社員に発出されま

した。ｊｏｙ－Ｔａｂ端末は会社からの貸与品であり、連絡文書閲覧

や各種事務手続き等をはじめ業務遂行に必要不可欠な運用が行われ

ています。 

 発出された文書にはｊｏｙ－Ｔａｂ端末交換を行う日程と場所を

指定する一方で、勤務の取扱いは「労働時間として取り扱わない」と

記載されています。 

 業務上必要な貸与品の交換作業を労働時間としないことに多くの

疑問の声が寄せられ、地本は申８号を提出しました。 

■ 申８号 申し入れ項目 ■ 

 

１．業務指示に伴う作業に対して労働時間の付与

を行うこと。 
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